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【ケース６ 解説】
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産業廃棄物の処理に係るセルフチェックシート 

このチェックシートは、環境省が平成29年６月に公表した「排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト」の内

容と、岩手県の「循環型地域社会の形成に関する条例」で定める排出事業者の措置等の規定を組み合わせたものです。 

略称  「法」：廃棄物処理法，「令」：同施行令，「規」：同施行規則，「条」：循環条例，「条規」：同施行規則 

 

○ 排出時 

１．自社の事業活動から排出される廃棄物の発生工程と種類を書いてみましょう 

（例：建築物の解体によって発生する木くず，廃プラスチック類，金属くず … など） 

 

 

 

２．廃棄物該当性の判断及び廃棄物の分別を行っていますか ○or× 

(1) 各種判断要素（物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無、占有者の意思等）

により、廃棄物該当性を総合的に判断していますか（法第２条第１項等） 
 

(2) 廃棄物の分別を下記の区分により行っていますか（法第２条第２，４，５項等） 

 ①産業廃棄物と一般廃棄物、②産業廃棄物の種類ごと又は名称ごと、③特別管理産業廃棄物と他の

産業廃棄物 

 

３．産業廃棄物管理責任者を設置していますか ○or× 

一定の事業（建設業，製造業，電気供給業，ガス供給業，熱供給業，水道業）を営む事業者は，産業

廃棄物を生ずる事業場ごとに，産業廃棄物管理責任者を設置していますか（条第22条の２，規第15条の２） 

 

４．特別管理産業廃棄物管理責任者を設置していますか ○or× 

(1) 特別管理産業廃棄物を排出ずる事業場を設置している事業者は，特別管理産業廃棄物を生ずる

事業場ごとに，特別管理産業廃棄物管理責任者を設置していますか（法第12条の２第８項） 

 

(2) 特別管理産業廃棄物管理責任者は、資格を有していますか（法第12条の２第9項，規第８条の17）  

 

 

○ 保管・記録 

１．産業廃棄物が運搬されるまでの間の保管は適正ですか（法第12条第２項，規第８条） ○or× 

 (1) 周囲に囲いはありますか  

 (2) 下記事項を記載した掲示板（縦・横60cm×60cm以上）はありますか 

①産業廃棄物の保管場所である旨，②廃棄物の種類(※)，③管理者の氏名又は名称及び連絡先， 

④屋外で容器を用いずに保管する場合は最大積上げ高さ 

（※石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等が含まれる場合はその旨も記載する） 

 

(3) 飛散・流出，地下浸透，悪臭、害虫発生防止措置を講じていますか  

 (4) 屋外で容器を用いずに保管する場合，基準に適合した積上げ高さとなっていますか  

(5) 汚水が生じるおそれがある場合、公共水域等の汚染防止のために必要な排水溝等の設置をする

とともに、底面を不浸透材料で覆う措置を講じていますか 

 

 (6) 石綿含有産業廃棄物を保管する場合、下記の措置を講じていますか 

  ①仕切り等を設けて他のものと分ける、②覆いや梱包等による飛散流出防止 

 

 (7) 水銀使用製品産業廃棄物を保管する場合、仕切り等を設けて他のものと分けていますか  

 (8) 特別管理産業廃棄物を保管する場合、下記の措置を講じていますか（法第12条の２第２項，規第８条の13） 

  ①仕切り等を設けて他のものと分ける、②種類に応じた措置（高温・腐食・腐敗・飛散等の防止） 

 

２．事業場の外で保管する場合に事前に届出をしていますか（法第12条第３項，規第８条の2） ○or× 

※建設工事に伴いを生じた産業廃棄物であって、事業場外の保管面積が300ｍ2以上の場合  

３．屋外保管記録を実施していますか（条第20条の２，条規第13条の２） ○or× 

(1) 屋外で産業廃棄物を保管する場合，あらかじめ保管しようとする土地における最大保管量の見

込みを把握し，記録していますか 

 

(2) 最大保管量の見込みが下記のア～ウのいずれかに該当する事業者は，帳簿を備え，屋外に保管

する産業廃棄物に関する事項を記載し，これを５年間保存していますか 

  ア 廃油・廃酸・廃アルカリ・ばいじん １ｔ又は１ｍ3以上 

  イ 自動車用廃タイヤ 100本以上 

  ウ ア、イ以外の産業廃棄物 10ｔ又は30ｍ3以上 

 

資料２ 



 

○ 委託処理 

１．産業廃棄物の処理を産廃処理業者に委託する場合は，委託基準に適合していますか 

（法第12条第５，６項，令第６条の２） 
○or× 

 (1) 委託先は産廃処理業許可等を有しており、委託する産業廃棄物の種類が事業範囲に含まれてい

ますか（処理業許可証，現地確認等） 

 

 (2) 特別管理産業廃棄物を委託する場合、あらかじめ種類や数量、注意事項等を文書で通知してい

ますか（法第12条の２第６項，令第６条の６、規第８条の16） 

 

２．委託先の産廃処理業者が、廃棄物を適正に処理する能力を備えているか確認（適正処理能力確認）

し，その結果を記録していますか（条第22条，条規第15条）（法第12条第７項） 
○or× 

 (1) 【運搬委託】収集運搬車両，機材，容器，積替え保管施設 

【処分委託】処理施設，処理能力（埋立の場合は処分場の残余容量），処理実績 
 

 (2) １年を超えて同一業者に委託する場合は，１年以内に再度適正処理能力確認を行っていますか  

 (3) 処分の状況を１年に１回以上実地に確認していますか  

 (4) (1)，(2)の記録は，５年間保存していますか  

３．委託先の産廃処理業者と、委託契約を締結していますか（法第12条第６項，令第６条の２） ○or× 

(1) 委託契約は書面により行い、運搬業者と処分業者それぞれと直接契約していますか  

(2) 委託契約書には、下記の事項が記載されていますか（令第６条の２，規第８条の４，規第８条の４の２） 

   ① 委託する産業廃棄物の種類，数量 

   ② 【運搬委託】運搬の最終目的地の所在地 

   ③ 【処分委託】処分場所の所在地，処分方法，施設の処理能力 

   ④ 【最終処分委託】最終処分場所の所在地，処分方法，施設の処理能力 

   ⑤ 委託契約の有効期間 

   ⑥ 受託者に支払う料金 

   ⑦ 産業廃棄物処理業の事業範囲 

   ⑧ 【運搬委託】受託者が積替え・保管を行う場合には，積替え・保管場所の所在地，保管でき

る産業廃棄物の種類，保管上限 

   ⑨ 【安定型産業廃棄物の処理委託】積替え・保管場所で，他の廃棄物と混合することの諾否等

に関する事項 

⑩ 委託者の有する産業廃棄物の適正な処理のために必要な次の事項に関する情報 

     イ 産業廃棄物の性状，荷姿に関する事項 

     ロ 保管状況下での腐敗，揮発等産業廃棄物の性状の変化に関する事項 

ハ 他の廃棄物の混合等により生ずる支障に関する事項 

ニ 次の産業廃棄物であって，日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付されたもの

である場合には，当該含有マークの表示に関する事項 

       廃パーソナルコンピュータ，廃ユニット形エアコンディショナー 

廃テレビジョン受信機，廃電子レンジ，廃衣類乾燥機，廃電機冷蔵庫，廃電機洗濯機 

ホ 産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等が含

まれる場合はその旨 

ヘ その他，産業廃棄物を取扱う際に注意すべき事項 

⑪ 委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る前号の情報に変更があつた場合の当該情報

の伝達方法に関する事項 

   ⑫ 受託業務終了時の委託者への報告に関する事項 

   ⑬ 委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項 

 

(3) 委託契約書に許可証等の写しが添付されていますか（令第６条の２，規第８条の４）  

 (4) 委託契約書等は，契約終了の日から５年間保存していますか（令第６条の２，規第８条の４の３）  

 (5) 再委託の承諾をしたときは，その写しを５年間保存していますか（令第６条の２，規第８条の４の４）  

その他 [法定事項ではありませんが、排出事業者責任を果たし、適正処理を確保するうえで重要な項目です] ○or× 

（委託先が、優良産業廃棄物処理業者や格付け認定業者であることを考慮していますか）  

（契約内容について自ら決定しましたか）  

（産業廃棄物の処理に関し適正な対価を負担していますか） 
※適正な対価を負担していないときは、排出事業者が措置命令（法第19条の６）の対象となる場合があります 

 

（廃棄物データシート（ＷＤＳ）を委託契約書に添付していますか）  



 

○ 産業廃棄物管理票（紙マニフェストの場合） 

１．【廃棄物引渡し時】マニフェストを適切に交付していますか（法第12条の３，規第８条の20,21） ○or× 

(1) 産業廃棄物の種類ごと、及び運搬先ごとに交付していますか  

(2) 下記の事項がマニフェストに記載した事項と相違がないことを確認のうえ交付していますか 

  ①産業廃棄物の種類、②数量、③受託者の氏名又は名称、④中間処理業者にあっては省令の事項 

 

(3) マニフェストには、下記の法定事項を全て記載していますか（規第８条の21） 

   ① 交付年月日及び交付番号 

   ② 氏名又は名称及び住所 

   ③ 排出事業場の名称及び所在地 

   ④ 交付担当者の氏名 

   ⑤ 運搬又は処分を受託した者の住所 

   ⑥ 運搬先の事業場の名称及び所在地（積替え保管を行う場合は、積替え保管場所の所在地） 

   ⑦ 荷姿 

   ⑧ 最終処分を行う場所の所在地 

   ⑨ 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、そ

の数量 

⑩ 中間処理業者にあっては、省令に定める事項 

 

(4) 交付したマニフェストの写し（Ａ票）を保存していますか（交付日から５年間）  

２．【処理終了後】受託者から送付されたマニフェストを適切に処理していますか（法第12条の３） ○or× 

(1) 期間内（交付から90日（特別管理産業廃棄物は60日，最終処分の場合は180日））に受託者か

らマニフェストの写しは返送されていますか 

 

(2) 運搬又は処分（最終処分を含む）が終了したことをマニフェストの写しで確認していますか  

(3) 送付されたマニフェストの写しに不審な点（虚偽記載等）がないか確認していますか  

(4) 送付されたマニフェストの写し（Ｂ２票、Ｄ票、Ｅ票（積替え保管がある場合はＢ４票、Ｂ６

票も含む））を保存していますか（送付を受けた日から５年間） 

 

(5) 期間内に（交付から90日（特別管理産業廃棄物は60日，最終処分の場合は180日））マニフェ

ストの写しが返送されなかった場合、次の措置を講じていますか 

   ① 速やかに運搬又は処分の状況を確認すること 

   ② 生活環境保全上の支障の除去又は発生防止のために必要な措置を講じること 

   ③ 期間の経過後30日以内に「措置内容等報告書」を振興局に提出すること 

 

(6) マニフェストは，定められた期限（送付を受けた日から５年間）保存していますか  

３．【毎年度】マニフェストの交付状況を報告していますか（法第12条の３） ○or× 

前年度の産業廃棄物管理票の交付状況に係る「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を当該年度の

６月30日までに振興局に提出していますか 

 

 

 

○ 産業廃棄物管理票（電子マニフェストの場合） 

１．【廃棄物引渡し時】電子マニフェストを適切に登録していますか（法第12条の5，規第８条の31の３） ○or× 

(1) 速やかに（遅くとも引き渡し後３日以内に）情報処理センターへ登録していますか  

２．【処理終了後】情報処理センターからの通知を適切に確認していますか（法第12条の５） ○or× 

(1) 運搬又は処分（最終処分を含む）が終了したことを通知により確認していますか  

(2) 登録事項に不審な点（虚偽記載等）がないか確認していますか  

(3) 期間内（交付から90日（特別管理産業廃棄物は60日，最終処分の場合は180日））に運搬又は

処分終了の報告が登録されていない旨、情報処理センターから通知を受けた場合、次の措置を講じ

ていますか 

   ① 速やかに運搬又は処分の状況を確認すること 

   ② 生活環境保全上の支障の除去又は発生防止のために必要な措置を講じること 

   ③ 期間の経過後30日以内に「措置内容等報告書」を振興局に提出すること 

 



 

○ 定期報告等 

１．【多量排出事業者】産業廃棄物の発生量が1,000ｔ以上の事業者  

           特別管理産業廃棄物の発生量が50ｔ以上の事業者 

○or× 

(1) （特別管理）産業廃棄物処理計画書（法第12条第９項，規第８条の４の５） 

前年度に多量排出事業者に該当した場合、６月30日までに、振興局に計画書を提出しています    

  か 

 

(2) （特別管理）産業廃棄物処理計画実施状況報告書 （法第12条第10項，規第８条の４の６） 

(1) の計画書を提出した翌年度の６月30日までに、振興局に当該計画の実施状況を報告してい

ますか 

 

２．【準多量排出事業者】産業廃棄物の発生量が500ｔ以上1,000ｔ未満の事業者 ○or× 

(1) 産業廃棄物処理計画書（条第９条の２第１項，条規第３条の２） 

前年度に準多量排出事業者に該当した場合、６月 30日までに、振興局に計画書を提出していま

すか 

 

(2) 産業廃棄物処理計画実施状況報告書（条第９条の２第１項，規第３条の３） 

(1) の計画書を提出した翌年度の６月30日までに、振興局に当該計画の実施状況を報告してい

ますか 

 

３．自らの事業活動によって生じた廃棄物を処理するために、法第 15条に規定する産業廃棄物処理施

設を設置している事業者 

○or× 

産業廃棄物処理実績報告書（法第18条第１項） 

毎年度６月30日までに、前年度１年間の当該事業場における産業廃棄物の処理実績を取りまとめ、

振興局に報告書を提出していますか 

 

４．特別管理産業廃棄物を排出する事業場を設置している事業者 ○or× 

特別管理産業廃棄物処理実績報告書（法第18条第１項） 

毎年度の６月 30日までに、前年度１年間の当該事業場における特別管理産業廃棄物の処理実績を

取りまとめ、振興局に報告書を提出していますか 

（※ＰＣＢ廃棄物保管事業者は，別途届出が必要です。） 

 

 

 

○ 自ら処理 

１．【運搬時】自ら産業廃棄物の収集運搬を行う場合、適切に処理を行っていますか ○or× 

(1) （特別管理）産業廃棄物処分基準を遵守していますか  

２．【処分時】自ら産業廃棄物の処分を行う場合、適切に処理を行っていますか ○or× 

(1) （特別管理）産業廃棄物処分基準を遵守していますか  

(2) 産業廃棄物処理施設（令第７条に定めるもの）を設置しようとする場合、法第15条に規定する

産業廃棄物処理施設の設置許可を受けていますか（法第15条第１項、令第７条） 

 

(3) （2）の許可を受けている場合、産業廃棄物処理責任者を設置していますか（法第12条第８項）  

３．自ら処理に関する帳簿を作成していますか（法第12条第13項、法第12条の２第14項等） ○or× 

以下のいずれかに該当する場合、帳簿を備え、決められた事項を記載し、５年間保存していますか 

①焼却施設、②法第15条に規定する産業廃棄物処理施設、③排出事業場外で自ら処分又は再生、 

④特別管理産業廃棄物を自ら運搬又は処分 

 

 

備 考 

１ 提出先の振興局とは，事業場の所在地が 

 

となります。 

 

 

２ 盛岡市においても、岩手県と同内容の条例・規則を制定しています。 

 

 

盛岡市外・・・盛岡市を除く管轄広域振興局保健福祉環境部等 

盛岡市内・・・盛岡市（環境部 廃棄物対策課） 
（※事業場が複数ある場合は，振興局・盛岡市あてそれぞれに提出が必要な場合があります。） 



「廃棄物データシート（WDS）」を活用した適正な処理のために必要な事項の情報の

提供について 

 

排出事業者は、その産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を含む。）の処理を処理業者に委託する場

合には、法に定める委託基準に従って委託しなければなりません（法第 12条第４項、第 12条の

２第４項）。委託基準においては、委託者の有する委託した「産業廃棄物の適正な処理のために必

要な事項に関する情報（規則第８条の４の２第６号）」を委託契約の中で処理業者に提供すること

とされています。 

なお、処理業者が当該産業廃棄物の処理を行う上で明らかに必要な情報を排出事業者が当該処

理業者に提供しなかった場合は、委託基準違反として刑事処分の対象となり得るので注意が必要

です（3年以下の懲役若しくは 300万円以下の罰金：法第 26条第 1号）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境省は、廃棄物の提供に関するガイドライン（以下「ガイドライン」という。）を策定し、「適

正な処理のために必要な事項に関する情報」の提供について、排出事業者が参考にできるよう、

廃棄物データシート（以下「WDS」という。）として具体的に示しています。 

WDSの様式は、必要な廃棄物情報に関して具体化した項目を例示したものであり、様式の使用

を法的に義務付けるものではありませんが、排出事業者が処理業者に情報提供すべき項目を記載

できるツールとして、形式的な書類手続きではなく、必要な情報が処理業者と共有されることが

重要のため、記載にあたっては、排出事業者と処理業者双方でよくコミュニケーションを取り、

両者で記載内容を確認の上作成のうえ活用してください。 

 

 ガイドラインや、WDSの様式・記載例などは、下記の環境省ホームページからダウンロードで

きます。 

規則第８条の４の２（委託契約に含まれるべき事項） 

六 委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関す

る情報 

イ 当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項 

ロ 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項 

ハ 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項 

ニ 当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であつて、日本工業規格Ｃ0950 号に規定す

る含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項（詳

細略） 

ホ 委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ば

いじん等が含まれる場合は、その旨 

ヘ その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項 

 

※下線部は、平成 29年 10月 1日から施行 

廃棄物情報の提供に関するガイドライン  http://www.env.go.jp/recycle/misc/wds/ 

資料３ 



＜ 表　面 ＞ 管理番号

廃棄物データシート（ＷＤＳ）
※1 本データシートは廃棄物の成分等を明示するものであり、排出事業者の責任において作成して下さい。
※2 記入については、「廃棄物データシートの記載方法」を参照ください。
作成日　　　　　　　年　　　月　　　日平成　　　年　　　月　　　日 記入者
1 排出事業者 名称 所属

所在地 〒 担当者 ＴＥＬ
ＦＡＸ

2 廃棄物の名称

3 廃棄物の 　MSDSがある場合、CAS No.
組成・成分情報 主成分

他
　（比率が高いと
 　思われる順に
   記載）

□　分析表添付 ・成分名と混合比率を書いて下さい。　ばらつきがある場合は範囲で構いません。
(組成） ・商品名ではなく物質名を書いて下さい。重要と思われる微量物質も記入して下さい。

4 廃棄物の種類 □汚泥 □廃油 □廃酸 □廃アルカリ
□産業廃棄物 □その他（ ）

※ 廃棄物が以下のいずれかに該当する場合
□石綿含有産業廃棄物 □水銀使用製品産業廃棄物 □水銀含有ばいじん等

□特別管理 □引火性廃油 □強アルカリ（有害） □指定下水汚泥 □廃酸（有害）
　産業廃棄物 □引火性廃油（有害）□感染性廃棄物 □鉱さい（有害） □廃アルカリ（有害）

□強酸 □PCB等 □燃えがら（有害） □ばいじん（有害）
□強酸（有害） □廃水銀等 □廃油（有害） □13号廃棄物(有害)
□強アルカリ □廃石綿等 □汚泥（有害）

5 特定有害廃棄物 ｱﾙｷﾙ水銀 ( ) ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ( ) 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ ( )
水銀又はその化合物 ( ) ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ( ) チウラム ( )

　（　）には カドミウム又はその化合物 ( ) ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ ( ) シマジン ( )
 混入有りは○、 鉛又はその化合物 ( ) 四塩化炭素 ( ) ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ ( )
 無しは×、混入の 有機燐化合物 ( ) 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ ( ) ベンゼン ( )
 可能性があれば△ 六価ｸﾛﾑ化合物 ( ) 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ( ) セレン ( )

砒素又はその化合物 ( ) ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ( ) ダイオキシン類 ( )
□　分析表添付 ｼｱﾝ化合物 ( ) 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ( ) 1,4-ジオキサン ( )

（廃棄物処理法） ＰＣＢ ( ) 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ( )
6 PRTR対象物質 届出事業所　（該当 ・ 非該当）、　委託する廃棄物の該当・非該当　（該当 ・ 非該当）

※ 委託する廃棄物に第１種指定化学物質を含む場合、その物質名を書いて下さい。

水道水源における 生成物質：ホルムアルデヒド（塩素処理により生成）

消毒副生成物 □ヘキサメチレンテトラミン（HMT）　 □1,1-ジメチルヒドラジン（DMH）

前駆物質 □N,N-ジメチルアニリン（DMAN） □トリメチルアミン（TMA） □テトラメチルエチレンジアミン（TMED）

□N,N-ジメチルエチルアミン（DMEA） □ジメチルアミノエタノール（DMAE）

生成物質：クロロホルム（塩素処理により生成）

□アセトンジカルボン酸　　　　　　　　□1,3-ジハイドロキシルベンゼン(レゾルシノール)

□1,3,5-トリヒドロキシベンゼン □アセチルアセトン □2'-アミノアセトフェノン

□3'-アミノアセトフェノン

生成物質：臭素酸（オゾン処理により生成）、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム(塩素処理により生成)

□臭化物(臭化カリウム等）

8 その他含有物質 硫黄 ( ) 塩素 ( ) 臭素 ( )
　（　）には ヨウ素 ( ) フッ素 ( ) 炭酸 ( )
 混入有りは○、 硝酸 ( ) 亜鉛 ( ) ニッケル ( )
 無しは×、混入の 銅 ( ) アルミ ( ) アンモニア( )
 可能性があれば△ ホウ素 ( ) その他 ( )

7

□　分析表添付（組成）



9 有害特性 □爆発性 □引火性（ ℃） □可燃性 □自然発火性（ ℃） □禁水性
 ( 有 ・ 無 ・ 不明 ) □酸化性 □有機過酸化物 □急性毒性 □感染性 □腐食性

□毒性ガス発生□慢性毒性 □生態毒性 □重合反応性
□その他（ )

10 廃棄物の物理的 形状（ ) 臭い（ ) 色（ ) 比重（ ) pH（ )
性状・化学的性状 沸点（ ) 融点（ ) 発熱量（ ) 粘度（ ) 水分（ )

11 品質安定性 経時変化（ 有 ・ 無 ） 有る場合は具体的に記入

12 関連法規 危険物（消防法） ・特化則（特定化学物質障害予防規則） ・有機溶剤 ・毒劇物 ・悪臭

13 荷姿 □容器 ( ) □車両 ( ) □その他（ )

14 排出頻度 頻度（ スポット ・ 継続予定 ）
数量 (　 ) kg ･ ｔ ･ ㍑ ･ m3 ･ 本 ･ 缶 ･ 袋 ･ 個  ／ 年 ･ 月 ･ 週 ･ 日

15 特別注意事項  ※取り扱う際に必要と考えられる注意事項を記載

（ 有 ・ 無 ） ・避けるべき処理方法、安全のため採用すべき処理方法
・他の廃棄物との混合禁止
・粉じん爆発の可能性
・容器腐食性の可能性／注意点
・廃棄物の性状変化などに起因する環境汚染の可能性
・環境中に放出された後の支障発生の可能性（消毒用塩素等との反応により
　他の物質を生成し、水道取水障害に至る可能性等）　　等

【参考】　その他の情報

・ サンプル等提供 （　均一ｻﾝﾌﾟﾙ有　・　不均一ｻﾝﾌﾟﾙ有　・　ｻﾝﾌﾟﾙの一部分有　・　ｻﾝﾌﾟﾙ無　・　写真有　）

・ 産業廃棄物の発生工程等
「3廃棄物の組成・成分情報」を推定する根拠となる、使用原材料・有害物質・不純物の混入、排出場所
がわかる発生工程の説明を書いてください。　工程前からの持ち込み成分があれば書いてください。
工程図への記入でも可。
（処理業者においては、不純物混入の可能性や廃棄物成分のブレ幅の推定、分析頻度等の
判断材料となります。）

＜排出事業者及び処理業者内容確認欄＞
No. 内容確認日時 排出事業者担当者 処理業者担当者 備考

＜変更履歴＞
No. 変更日時 排出事業者担当者 処理業者担当者 変更内容

様式作成　環境省
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28 1953 47 1972

3 1991

6 1994
6 1994

https://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/pcb/pcb_hanbetsu.html

32 1957 1 47 1972 8

52 1977 3
https://www.jlma.or.jp/kankyo/pcb/index.htm
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https://www.env.go.jp/recycle/poly/facilities.html
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建築物等の解体・補修時には石
綿含有建材の調査が必要です

令和４年４月１日から、建築物等の解
体等を行う前に実施する石綿含有建材
の調査結果を都道府県等に報告する必
要があります。
（大気汚染防止法第18条の15第6項）

https://gbiz-id.go.jp

事前調査結果の報告は原則として、石綿事前調査結
果報告システムにおいて行います。報告には、
「gBizID」への登録が必要となります。「プライ
ム」「エントリー」どちらの登録でも利用できます。
※「プライム」を取得した場合、一括申請機能を使用できます。

※ 令和４年４月１日以前においても解体、改造、又は補修する
建築物、工作物に、石綿含有建材が使用されているか否かを確
認するための調査（事前調査）を実施する必要があります。

水・大気環境局 大気環境課
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館
TEL03-3581-3351（代表）内線6536 FAX03-3580-7173

http：//www.env.go.jp/

https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp

石綿事前調査結果報告システム
（システムは令和４年４月１日までに公開予定です。公開されるまでの間は
石綿事前調査結果報告制度の説明ページに自動転送されます）

※ 事前調査結果の報告は石綿障害予防規則に基づき、所管の労働基準監
督署への報告も必要となります。石綿事前調査結果報告システムでは
大気汚染防止法及び石綿障害予防規則に基づく報告を同時に行うこと
ができます。



上記以外の工事であっても、建築物等の解体・改修時に
は事前調査の実施、調査結果の保存等が必要です。

① 建築物を解体する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の
対象となる床面積の合計が80㎡以上であるもの

② 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事※1であって、
当該作業の請負代金の合計額※2が100万円以上であるもの

③ 工作物※3 を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工
事※1 であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上で
あるもの

※1 解体、改造、又は補修の工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合にお
いては、これを一の契約で請け負ったものとみなします。

※2 請負代金の合計額は、材料費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費
用は含みませんが、消費税を含みます。また、請負契約が発生していない場合でも、
請負人に施工させた場合の適正な請負代金相当額で判断します。

※3 対象となる工作物は、反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備（建築物に
設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備
を除く）、焼却設備、煙突（建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く）、貯蔵設
備（穀物を貯蔵するための設備を除く）、発電設備（太陽光発電設備及び風力発電設
備を除く）、変電設備、配電設備、送電設備（ケーブルを含む）、トンネルの天井板、
プラットホームの上家、遮音壁、軽量盛土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の
壁及び天井板です。（令和２年10月７日 環境省告示第77号）

事前調査結果の報告が必要な工事

建築物の事前調査は必要な知識を有する以下の資格者等※4に依頼
する必要があります。【令和５年10月１日～】※5

①一般建築物石綿含有建材調査者（一般調査者）
②特定建築物石綿含有建材調査者（特定調査者）

③一戸建て等石綿含有建材調査者（一戸建て等調査者）※6

※4 義務付け適用前に（一社）日本アスベスト調査診断協会に登録され調査時点において
も同協会に引き続き登録されている者も、「同等以上の能力を有する者」 として認
められています。

※5 令和5年10月1日までの間も、これらの資格者に調査を依頼することが望まれます。
※6 一戸建て等調査者は一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ事前調査を行うことが
できます。

詳細については「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び
石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル（令和３年３月）」を
ご参照ください。
https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_71.html



建築物（建築設備を含む）の解

体・改修工事を行う際※1は、資

格者等による事前調査※2の実施

が義務付けられます。

資格者等による調査の義務付けは、令和５年10月１日から

施行されます。※事前調査自体は令和５年９月以前でも行う必要があります。

建築物（建築設備を含む）の解体・改修工事を行う事業者

や事前調査を請負う事業者は計画的に資格者の育成を進め

てください。

※1 解体工事のほか、建築物の模様替・修繕等の改修工事、建築設備の取付・取外し・
修理等の工事も含まれます。

※2 石綿含有建材が使用されているか否かを確認するための調査であり、設計図書等の
書面調査と現地での目視調査の両方を行う必要があります。それでも明らかになら
なかった場合、分析による調査を行うか使用しているものとみなすことになります。

※3 一戸建て等調査者は一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ事前調査を行うこと
ができます。

①特定建築物石綿含有建材調査者（特定調査者）

②一般建築物石綿含有建材調査者（一般調査者）

③一戸建て等石綿含有建材調査者（一戸建て等調査者）
※3

④令和５年９月30日以前に（一社）日本アスベスト調査診断協会に登録
され、事前調査を行う時点においても引き続き登録されている者。

事前調査を行うことができる者

水・大気環境局 大気環境課
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館
TEL03-3581-3351（代表）内線6536 FAX03-3580-7173

http：//www.env.go.jp/

建築物等の解体等事業者、事前調査を行う事業者の皆様へ

石綿（アスベスト）関連規制が改正
されました



注意点

 事前調査を適切に実施するため、義務づけ適用以前においても、資格者
等が事前調査を行うことが望ましいです。

 解体等工事を行う建築物が平成18年９月１日以後に設置の工事に着手した
ことが書面により明らかである場合は、資格者等による調査を行う必要
はありません。

 自主施工者である個人が、建築物の改造又は補修の作業であって、排出
され、又は飛散する粉じんの量が著しく少ないもののみを伴う軽微な建
設工事を施工する場合には、資格の有無に係らず自ら事前調査を行うこ
とができます。

講習の詳細や最新の登録講習機関情報は、厚生労
働省のウェブサイトからご確認ください。
※最新の登録状況は各都道府県労働局にお問い合わ
せください

◆（一社）日本環境衛生センター

◆（一社）環境科学対策センター

◆建設業労働災害防止協会

◆（一社）日本石綿講習センター

◆中央労働災害防止協会 東京安全衛生教育センター

◆中央労働災害防止協会 大阪安全衛生教育センター

◆（一社）茨城労働基準協会連合会

◆（一社）三重労働基準協会連合会

◆（公社）石川県労働基準協会連合会

◆（公社）東京労働基準協会連合会

◆（一社）企業環境リスク解決機構

資格を取得するためには、登録講習機関が実施する

講習を受講し修了する必要があります。

種別 講習内容 受講資格

特定調査者
講義（11時間）、実地研修、
筆記試験、口述試験

一般調査者、建築に関して一定以
上の実務経験を有する者、等

一般調査者 講義（11時間）、筆記試験
石綿作業主任者、建築に関して一
定以上の実務経験を有する者、等

一戸建て等
調査者

講義（７時間）、筆記試験 一般調査者と同じ

講習内容

登録講習機関（令和3年7月末現在）

☛講習のスケジュールはそれぞれの講習登録機関のウェブサイトを参照してください

◆建設業労働災害防止協会神奈川支部

◆（株）安全教育センター

◆建設業労働災害防止協会 宮城県支部

◆建設業労働災害防止協会 新潟県支部

◆建設業労働災害防止協会 長野県支部

◆建設業労働災害防止協会 愛知県支部

◆建設業労働災害防止協会 千葉県支部

◆（公社）岩手労働基準協会
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岩手県からのお知らせ 

 － 詳しくは裏面をご確認ください。－ 

 

 

 

 

 

 

 
※ＰＣＢが含有する安定器か自分で確認する場合

安定器に貼付された銘板に記載さているメーカー、型式・種別、性能（力率）、製造年月等の

情報から判別することができますので、詳細は各メーカーに問い合わせるか、（一社）日本照明

工業会のホームページを参照してください。（https://www.jlma.or.jp/kankyo/pcb/index.htm） 

ＰＣＢは電気機器等の絶縁油として広く使われてきましたが、有害であることが 

判明したため、昭和４７年以降、製造や新たな使用は禁止されました。 

※ＰＣＢは「ポリ塩化ビフェニル」の略です。

トランス（変圧器）

蛍光灯（業務用）の安定器 

業務用・施設用の照明器具を使用している場合で、 

建物を建築した時期が昭和５２年３月以前のもの 

コンデンサー

通電中は感電の恐れがあり危険です。銘板は、必ず電気保安技術者が確認してください。 

電気・照明機器にＰＣＢが含まれていたら、県まで連絡をお願いします。 

古い建物を所有している事業者の皆様へ 

【確認の仕方】

○電気機器の変圧器やコンデンサ

を使用している場合は、会社の電

気主任技術者または東北電気保安

協会（電気主任技術者業務を東北

電気保安協会に委託している場合

に限る。TEL019-631-2552）に相談

してください。

【確認の仕方】

○安定器は、昭和 52 年３月まで

に建築・改修された建物や屋外の

照明器具（蛍光灯、水銀灯、低圧

ナトリウム灯など）に使用されて

いる可能性があります。照明機器

のメンテナンスをお願いしてい

る電気店に相談等してください。 

急いで確認し、県まで

連絡してください！ 
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１ 岩手県内のＰＣＢ廃棄物の処分先と処分期限について 

 ・ＰＣＢ廃棄物は定められた期限を過ぎると処分することができなくなります。 
 ・国際条約と法律でＰＣＢ廃棄物の処分は義務付けされており、定められた期限までに 

処分をしないと罰則の対象となります。  
 高濃度ＰＣＢ廃棄物 

※PCB濃度が 0.5%（＝5,000ppm）を超えるもの 

低濃度ＰＣＢ廃棄物 

※PCB濃度が 0.5%（＝5,000ppm）以下のもの、 

可燃性 PCB汚染物は 10%（＝100,000ppm）以下のもの 

処理先 ○中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

北海道事業所（ＪＥＳＣＯ） 

電話 03－5765－1197  

○無害化処理認定施設等 

 ※下記一覧表を参照のこと 

期 限 ○変圧器・コンデンサー等 

 令和４年３月 31 日まで 

○安定器及び汚染物等 

 令和５年３月 31 日まで 

 

○全て 

令和９年３月 31 日まで 

料 金 上記ＪＥＳＣＯにご確認ください。 下記各施設にご確認ください。 

※収集運搬委託先は（一社）岩手県産業資源循環協会（℡019‐625‐2201）にご相談下さい。 

  ※◎は 10％以下の可燃性 PCB 汚染物の処理が可能な施設 

２ 処理費用の融資制度や費用割引制度について 

(1) 日本政策金融公庫による融資制度 

   「環境・エネルギー対策資金（ＰＣＢ廃棄物処分関連）」の融資対象となります。 

詳しくは日本政策金融公庫盛岡支店（℡019‐623‐6125）にお問い合わせください。 

(2) 中小企業者等に向けた割引制度 

高濃度ＰＣＢ廃棄物を処分する場合は、処分費用の軽減措置があります。 

（中小企業（個人事業主）：70％、個人・破産者：95％） 

   詳しくはＪＥＳＣＯ（℡0120‐808‐534）にお問い合わせください。 

【お問い合わせは、県庁資源循環推進課またはお近くの振興局廃棄物担当まで】 

  県庁資源循環推進課 電話 019-629-5366 FAX 019-629-5369 

事業者名 

（低濃度ＰＣＢ廃棄物処理） 

※東北に所在するもの 

（洗浄施設を除く。）抜粋 

所在地 

廃棄物の種類 

廃油 
トランス・コ

ンデンサー等 
その他 

汚染物 処理物 

株式会社クレハ環境 

℡０２４６－６３－１２３１ 
福島県いわき市 ○ ○ ◎ ○ 

エコシステム秋田株式会社 

℡０１８６－４６－１５００ 
秋田県大館市 ○ ○ ◎ ○ 

ユナイテッド計画株式会社 

℡０１８－８７７－３０２７ 
秋田県秋田市 ○ ○ ○ ○ 

エコシステム小坂株式会社 

℡０３－６８４７－７０１１ 
秋田県鹿角郡   ○ ○ 

東京鐵鋼株式会社 

℡０１７８－２８－９１９１ 
青森県八戸市 ○ ○ ○ ○ 
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② 特別管理産業廃棄物多量排出事業者

の電子マニフェスト義務化について 
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一部事業者に電子マニフェストの
使用が義務化されています！

令和２年から特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者
に、紙マニフェスト（産業廃棄物管理票）の交付に代え
て、電子マニフェストの使用が義務付けられています！

どんな事業者が対象なの？

岩手県からのお知らせ

特別管理産業廃棄物の多量排出事業者のうち、前々年度の特別管理産
業廃棄物の発生量50トン以上の事業者が対象です！（PCB廃棄物は50
トンの中に含めません。）

そもそも電子マニフェストって何？

電子マニフェスト制度は、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、
収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センター※を介したネット
ワークでやり取りする仕組みです。 ※電子マニフェスト制度の詳細

及び導入方法などについては、
（公財）日本産業廃棄物処理振
興センターホームページのお問
い合わせフォームより直接お問
い合わせください。

左図は（公財）日本産業廃棄物処
理振興センターのHPから引用

検索 電子マニフェストの仕組み
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・パソコンのほか、スマホ・タブレットでも情報入力が可能
・紙伝票の保管が不要 （５年間システムの記録を確認可能）
・法定記載事項の記載（入力）漏れがない
・毎年のマニフェスト交付等状況報告書は提出不要

電子マニフェストのメリットは？

また、岩手県では毎年電子マニフェストの操作体験も可能な導入実
務研修会を（一社）岩手県産業資源循環協会（019-625-2201）に
委託して開催しています※。

電子マニフェストの説明会はあるの？

例年、電子マニフェスト関連説明会を（公財）日本産業廃棄物処理振
興センターが全国各地で開催しています。

検索 電子マニフェスト 説明会

【お問い合わせは、お近くの広域振興局保健福祉環境部若しくは県庁環境生活部資源
循環推進課まで】 岩手県環境生活部資源循環推進課 ℡：019-629-5366

※ 今年度は新型コロナウイルス蔓延防止の観点から、変更となっ
ている場合がありますので、詳しくは（一社）岩手県産業資源循
環協会にお問い合わせください。

その他

電子マニフェストを使える業者に委託できな
い場合などには、紙マニフェストの使用が例
外として認められます。

電子マニフェスト使用義務者が、登録するこ
とが困難な場合に該当しないにも関わらず、
紙マニフェストを交付した場合は、勧告、公
表、命令を経て1年以下の懲役または100万
円以下の罰金が科せられる場合があります。
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③ 太陽光パネルの取扱いについて 
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【岩手県からのお知らせ】 

 
 
☀ 太陽光発電設備を処理委託する際の注意点をお知らせし
ます。 

・委託する産業廃棄物処理業者の許可品目に「金属くず」、「ガラスくず、コン
クリートくず及び陶磁器くず」及び「廃プラスチック類」が含まれているこ
とを確認すること。 

・鉛等有害物質の含有の有無を伝え、委託契約書や産業廃棄物管理票に「使用
済太陽電池モジュール」であることを明記すること。 
※ 有害物質の含有の有無については、メーカーに確認するか、一般社団法人太陽光発電協会（JPEA）の HP を参

考にしてください。 

・太陽電池モジュールは「電気機械器具」に該当するため、埋立処分する場合
は管理型最終処分場に処理委託すること。 

 

 

 

☀太陽電池モジュールは大部分がガラスで構成され、モジュ
ールが破損していても光があたれば発電します。 

☀ 破損した太陽光発電設備の撤去、保管及び運搬を行う際の
４つのポイントをお知らせします。 

 

 

Point① 感電の防止 
☀ 太陽電池モジュールは光が当たると発電します。また、太陽光発電設備のパワー

コンディショナーや、太陽電池モジュールと電線との接続部は、水没・浸水してい

る時に接近又は接触すると感電する恐れがあることから、感電を防止するよう十分

に注意する必要があります。 

【感電を防止するための留意点】 
・太陽電池モジュールの表面を下にするか、表面を段ボール、ブルーシート、
遮光用シート等で覆い、発電しないようにすること。 

・複数の太陽電池モジュールがケーブルで繋がっている場合、ケーブルのコ
ネクタを抜き、ビニールテープなどを巻くこと。その際、乾いた軍手、ゴ
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ム手袋、ゴム長靴を着用し、絶縁処理された工具を使用すること。 
・モジュール周辺の地面が湿っている場合や、太陽電池発電設備のケーブル
が切れている等、感電の可能性がある場合は、不用意に近づかず、電気工
事士やメーカー等の専門家の指示を受けること。 

・降雨・降雪時には極力作業を行わない等の対策によりリスクを低減させる
ことが望ましい。 
 

Point② 破損等による怪我の防止 
☀ 太陽光モジュールは大部分がガラスで構成されており、破損による怪我を防止す

るよう十分に注意する必要があります。 

【怪我を防止するための留意点】 
・  破損に備えて保護帽、厚手の手袋（革製等）、保護メガネ、作業着等を着
用する等によりリスクを低減させることが望ましい。 

 

Point③ 水濡れ防止 
☀ ガラスが破損した太陽電池モジュールは雨水などの水濡れによって含有物質が流

出する恐れや感電の危険性が高まる恐れがあります。 

【水濡れ防止のための留意点】 
・ 保管の際は、ブルーシートで覆う等の水濡れ防止策をとることが望ましい。 
・ 運搬の際は、荷台をブルーシートで覆う、屋根付きトラックによる運送等
の水濡れ防止策をとることが望ましい。 

 

Point④ 立入の防止 
・ 保管の際は、太陽電池モジュールによる感電、怪我を防止するため、みだ
りに人が触るのを防ぐための囲いを設け、貼り紙等で注意を促すことが望
ましい。 

☀ 太陽光発電設備の撤去・運搬・処分に関する留意事項の詳細は、環境省が作成した「太陽光発

電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン」をご確認ください。 

環境省ホームページ URL  http://www.env.go.jp/recycle/recycling/renewable/index.html 

 

【お問い合わせ先】   岩手県環境生活部資源循環推進課 <TEL> 019-629-5366 

                又は最寄りの広域振興局保健福祉環境部・保健福祉環境センター まで 
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④ 石綿含有廃棄物の処理について 
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がれき類や混廃に混ぜないで！！ 
【適正処理の３原則】 
① 事前調査
・解体工事を行う場合は、石綿含有建材の使用の有無について事前に
調査を行ってください。

② 分別解体・適正保管
・石綿含有建材がある場合は、飛散しないよう手ばらしで分別・解体
を行い、処分されるまでの間、他の廃棄物と区別して、梱包により
飛散防止を図る等、適正に保管してください。

・解体開始後に、石綿含有建材かどうか不明な物が発生した場合は、
必要な調査を行ってください。

③ 適正な委託処理
・収集運搬、処分をする場合は、他の廃棄物に混入しないようにして
ください。

飛散性アスベスト 
（廃石綿等） 
の処理 

非飛散性アスベスト 
（石綿含有産業廃棄物） 

の処理 
① 特別管理産業廃棄物（廃石綿
等）として処理委託すること

②埋立処分を行う際には、固形化、
安定化等を行い、耐水性の材料
で２重に梱包すること

③溶融施設、無害化処理施設、管
理型最終処分場のいずれかに処
理委託すること

④ 現場に特別管理産業廃棄物管
理責任者を置くこと

①「石綿含有産業廃棄物」として、
処理委託し、契約書、マニフェ
スト等に明記すること

② 破砕、切断は原則行わないこと
③ 溶融施設、無害化処理施設、最
終処分場のいずれかに処理委託
すること（破砕施設では処理で
きません）

【お問い合わせ先】   岩手県環境生活部資源循環推進課 <TEL> 019-629-5366 

 又は最寄りの広域振興局保健福祉環境部・保健福祉環境センター まで

石綿は、鉄骨の耐火被覆、浴室・厨房、トイレの天井・壁、
屋根、耐火間仕切り、天井・壁の内装材（防耐火材料とし
て）、外装材（耐候用として）、床タイルなどに含まれてい
ることがあります。 
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工
事
中

○建設リサイクル法：建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
○石綿則 　：石綿障害予防規則
○大防法 　：大気汚染防止法

○フロン法　：フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
○安衛則　　：労働安全衛生規則

各法令の
正式名称

〈2.屋根ふき材の取り外し〉

下請業者

適切な技術
管理者の配置

※建設業許可業者の場合は「建設業の許可票」を掲示

〈1.内装解体〉

〈4.基礎の取り壊し〉

建物の解体工事に必要な主な手続き

□分別解体等の実施

建 設 リ サ イ ク ル 法

工
事
着
手
前

〈3.外装材、上部 
  構造部分の取り壊し〉

〈工事現場における商号、名称などに
  関する標識の掲示〉

作成：国土交通省　土地・建設産業局／環境省　水・大気環境局、環境再生・資源循環局、地球環境局／厚生労働省　労働基準局／経済産業省　製造産業局

□元請業者による再資源化等の
完了に関する記録の作成

□元請業者から発注者への再資源化等の
完了に関する書面による報告

工
事
完
了
後

発注者

建設リサイクル法

フロン法

大防法

建築基準法

安衛則・石綿則
労働基準
監督署

環境部局

建設部局

元請業者

〈パッケージエアコン〉

〈アスベスト（石綿）〉

危険物

平成　年　月　日（表示日）

施工事業者名：

連絡先：

現場責任者氏名：

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

元
請
業
者
か
ら

発
注
者
へ
の
説
明

下
請
業
者
へ
の

告
知

フ
ロ
ン
製
品

（
第
一
種
特
定
製
品
）

の
有
無
の
説
明

ア
ス
ベ
ス
ト（
石
綿
）

含
有
建
材
の

有
無
の
説
明

   工事の届出
 （着手の7日前まで）

アスベスト（石綿）
工事の計画書 
（開始14日前まで等）

特定粉じん排出等
　　 作業実施届（開始14日前まで）　建物除却届

特定元方事業者
　　事業開始報告

作業基準（作業場の隔離、集じん・排気装置の設置等）の遵守《大防法、石綿則》

□特定建設資材廃棄物の再資源化の実施

原則、手壊し

原則、手壊し

家具・家電などの残置物は、工事着手前に所有者が廃棄物処理
法、家電リサイクル法等に基づき、適正に処理してください。

アスベスト（石綿）
含有建材が
あった場合

フロン

石綿作業主任者の常駐（石綿作業中）《石綿則》

アスファルト・コンクリート塊

コンクリート塊

コンクリート及び鉄から成る資材

建設発生木材

解体工
事業者

登録票

商号.名
称又は

氏名

技術管
理者の

氏名

法人で
ある場

合の

代表者
の氏名

登 録 番 号

登 録 年 月 日

作業内容などの掲示
《大防法、厚労省通知》

石綿あり／なしなどの掲示
《大防法、石綿則》

◎注意！

分別して管理・搬送◎注意！

（廃棄物処理業許可がない解体業者が処理した場合、違法行為により罰せられることがあります）

レベル１～２現場のイメージ レベル３現場のイメージ

〔各法令に違反した場合、罰せられることがあります。〕

解体工事業者登録票
商号.名称又は氏名

技術管理者の氏名

法人である場合の
代表者の氏名

登 録 番 号

登 録 年 月 日
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⑤ 産業廃棄物処理業者格付け・保証金 

制度について 
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　産業廃棄物処理業者の任意の申請に基づき、適
正処理、環境への先進的な取組等を行っている優
良な業者を、県が指定した岩手県産業廃棄物処理
業者育成センターが３段階のランクで認定（格付
け）し県民に公表する制度です。
〈対象者〉
岩手県内での業務実績が原則として１年以上ある者
〈認定基準〉
評価表のマネジメント機能及び、施設・設備機能の
必須項目を全て満たしていること
評価表の評価項目の※総合評価点数が40点以上
であること
〈※総合評価点数の算出方法〉
①収集運搬（積替保管なし）
マネジメント機能の評価項目の合計点数×0.8+施設・設
備機能の評価項目の合計点数＝総合評価点数
②収集運搬（積替保管）、中間処理及び最終処分
マネジメント機能の評価項目の合計点数×0.6+施設・設
備機能の評価項目の合計点数＝総合評価点数

〈対象者〉
岩手県知事又は盛岡市長の産業廃棄物処理業の
許可取得者（格付け認定を受けている者若しくは
受ける予定の者）
〈保証金（預かり金）〉
一者につき100万円、ただし、（一社）岩手県産業資
源循環協会会員は50万円
〈預託方法〉
保証金預託承諾書の交付を受けた日から1週間以
内に育成センターの指定する口座に納めていただ
きます。

　事故などにより緊急に産業廃棄物の撤去等が
必要な場合には、育成センターから保証金の返還
をうけて措置を講ずることができ、委託された産
業廃棄物の処理がより確実に行われることを排出
事業者にアピールすることができます。

育成センターでは認定（格付け）業者、保証金預託者についてホ
ームページで紹介します。
また、県や盛岡市ホームページの産業廃棄物処理業者名簿に掲
載する等、県民、関係機関・団体等に広くPRしております。
格付け、保証金制度は、岩手県知事が（一社）岩手県産業資源循
環協会を「岩手県産業廃棄物処理業者育成センター」として指
定し運営されております。

〈認定の有効期間〉
認定の日から２年後の認定日まで。ただし前回

★★★又は★★の認定を受けた者で、今回★★
★の認定を受けた者については認定の日から３
年後の認定日まで。

◎格付け事業者の率先活用方針（県による支援）
岩手県が排出する産業廃棄物（下水道汚泥、工

業用水道汚泥、県立病院の医療系廃棄物等）の処
理（収集運搬、処分等）は、原則として格付け事業
者に委託することとしております。

　企業体質の見直しと強化ができるとともに、社
会的信頼性の向上が期待されます。また、排出事
業者が優良な処理業者を選ぶための有効な情報
となります。

総合評価点数が80点以上で育成セン
ターに保証金を預託し環境省による制
度に対応する項目を全て満たしている
こと

総合評価点数が60点以上で★★★の
基準に満たないこと
総合評価点数が40点以上で60点未満
であること

収集運搬

収集運搬（積替保管）、中間処理、
最終処分のいずれか
収集運搬又は収集運搬（積替保管）+
中間処理又は最終処分

収集運搬又は収集運搬（積替保管）+
中間処理＋最終処分
中間処理＋最終処分

　産業廃棄物処理業者が不慮の事故等に備えて、
あらかじめ一定の保証金を育成センターに預託す
る制度です。

◎格付け制度において、評価表の評価項目として
10点加点されます。

●受付期間　　　　毎年４月～５月
●格付け認定　　　毎年６月下旬
格付け区分（★★★・★★・★）と、保証金預託者
を育成センターホームページ等で公表します。 

〈格付け区分〉

〈認定申請料：消費税込〉

格付け認定されると…

保証金預託すると…

格付け申請スケジュール

★★★

★★

★

4万円

6万円

8万円

TEL 019-625-2203
FAX 019-624-1920

（一般社団法人岩手県産業資源循環協会）
〒020-0023　盛岡市内丸16-15（内丸ビル5F)

URL　http://www.iwuc.jp
E-mail　info@iwuc.jp

お問い合わせ先
岩手県産業廃棄物処理業者
育成センター

格付け制度とは… 保証金制度とは…
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⑥ エコショップいわて認定制度について
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地球にやさしい！環境にやさしい！

エコショップいわて認定制度
をご存じですか？

　岩手県と県内の市町村が、環境に配慮し、ゴミの減

量化等の目標を立てて取り組んでいる小売店を「エコ

ショップいわて認定店」、飲食店を「エコレストランい

わて認定店」として認定する制度です。

　認定店舗では、レジ袋の削減や資源物（食品トレー、

ペットボトル、牛乳パック等）の回収、3010運動（乾杯

後30分と最後の10分は料理を楽しむ時間にする運

動）の推進等に取り組んでいます。

　エコショップいわて認定店を利用すること、それは一つ一つの消費行動を環境に配慮したも
のにすることであり、社会全体としても廃棄物の削減、環境負荷の低減につながっていきます。
エコショップいわて認定店で環境にやさしいお買い物・お食事をはじめてみませんか？

エコショップいわて認定店の
目印はこちら

67
階

「エコショップいわて認定制度」とは？
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Free
Market

エコショップいわて
事業所一覧

◆県内各認定店による３R（スリーアール）の取組み例◆

●【株式会社 ベルジョイス】ジョイス、ロッキー、ベルプラス、ビッグハウス
●【いわて生活協同組合】コープ、ベルフ
●【協同組合 盛岡南ショッピングセンター】盛岡南ショッピングセンターNACS
●【株式会社 マルイチ】マルイチ
●【株式会社 川徳】パルクアベニュー・カワトク、アネックス・カワトク
●【株式会社 イトーヨーカ堂】イトーヨーカ堂花巻店
●【株式会社 ユニバース】ユニバース、ファル
●【株式会社 丸江】丸江スーパー、エコー
●【イオンスーパーセンター株式会社】イオンスーパーセンター金ケ崎店

イオンスーパーセンター一関店
イオンスーパーセンター盛岡渋民店
イオンスーパーセンター陸前高田店
イオンスーパーセンター釜石店

●【株式会社 みずかみ】アクティマーケットプレイス遠野店
●【株式会社 たもり】フレッシュたもりナックス店
●【協同組合 江釣子ショッピングセンター】江釣子ショッピングセンターパル
●【有限会社 川辺商会】（有）川辺商会パスポート店
●【イオン東北株式会社】マックスバリュ北上店、イオン前沢店
●【株式会社 薬王堂】薬王堂
●【株式会社 ローソン 運営本部 東北エリアサポート部】ローソン
●【株式会社 JR東日本クロスステーション リテールカンパニー盛岡支店】ニューデイズ

ニューデイズミニ
●【岩手ふるさと農業協働組合】奥州うまいもん屋発送センター、産直センター菜旬館
●【株式会社 マイヤ】マイヤ
●【岩手大学生活協同組合】購買中央店、中央学生食堂、理工学部学生食堂

農学部学生食堂
●【JR東日本東北総合サービス株式会社盛岡支店】キリンシティ盛岡
●【株式会社 ラージック】浜焼酒場！海王 内丸店
●【有限会社 阿部魚店】有限会社 阿部魚店
●【盛岡大学生活協同組合】購買書籍店、学生食堂
●【社会福祉法人盛岡市民福祉バンク】福祉バンクグッドウィルセンター、福祉バンク３Rセンター
●【株式会社セブン-イレブン・ジャパン】セブン-イレブン
●【カフェフードバーわいわい】カフェフードバーわいわい

リターナブル瓶を使用した製
品の取扱い

フリーマーケットの開催
詰め替え商品の販売

エコバッグやレンタカゴの推進

◆ 使用済み天ぷら油の再資源化
（バイオマス燃料等）

◆ 牛乳パック、ペットボトル、
トレイ、電池等の回収

県内の認定店一覧、マップ等は
ホームページからご覧ください。
https://ecoiwate.jimdofree.com/
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